
きらぼしビジネスネット利用規定 

 

第１条 きらぼしビジネスネット 

１．きらぼしビジネスネットとは 

きらぼしビジネスネット（以下、「本サービス」といいます。）とは、当行所定の申込手

続きを完了し、当行がサービス利用を承認した本サービスの契約者（以下、「契約者」

といいます。）が、パーソナルコンピュータ・スマートフォン等の端末機（以下、「パソ

コン」といいます。）からインターネットを通じて当行に取引の依頼を行い、当行がそ

の手続きを行うサービスをいいます。 

２．利用可能なサービス 

（１）本サービスを利用する場合には、ライトコース・基本コース・総合コースのいずれか

を選択し、ライトコースの場合はパソコンから当行所定の方法により、基本コース・

総合コースの場合は当行所定の書面により申し込むものとします。当行は当行所定

の方法により本人確認を行い、本人からの依頼であると判断した場合に限り申込を

受付けます。 

（２）本サービスで利用できるサービスは以下の通りとします。なお、ライトコースはＡか

らＤおよびＭ、基本コースはＡからＦおよびＭからＮ、総合コースはＡからＮまでの

サービスを利用できるものとします。なお、きらぼしでんさいサービス・外為サービ

スを利用する場合には、別途、当行所定の書面によるお申し込みが必要となります。 

Ａ. 残高照会 

Ｂ. 入出金明細照会 

Ｃ. 振込入金明細照会 

Ｄ．電子交付サービス 

Ｅ. 振込・振替 

Ｆ. 料金払込「Pay-easy(ペイジー )」 

Ｇ. 総合振込 

Ｈ. 給与・賞与振込 

Ｉ. 地方税納付 

Ｊ. 口座振替 

Ｋ. 代金回収 

Ｌ. 入出金明細照会（全銀）・振込入金明細照会（全銀） 

Ｍ．きらぼしでんさいサービス 

Ｎ．外為サービス 

３．利用対象者 

本サービスの利用対象者は、当行に普通預金または当座預金をお持ちの法人・個人事業

主・法人格のない団体の方で、インターネットに接続できるパソコンおよび電子メール



アドレスをお持ちのお客さまに限ります。なお、ライトコースの場合には、普通預金を

お持ちでないお客さまは利用できません。 

４．代表口座および利用口座 

（１）本サービスの利用申込時に、本サービスで利用する預金口座（以下、「利用口座」と

いいます。）を届け出るものとします。また、利用口座のうち、1 口座を代表口座兼

手数料引落口座（以下、「代表口座」といいます。）として届け出るものとします。な

お、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。 

（２）利用口座は、当行本支店に開設した契約者名義の口座に限ります。 

（３）利用口座として届け出ることができる預金口座の科目、種類、口座数は、当行所定の

ものとします。 

５．利用時間 

本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、臨時のシステムメンテナ

ンス等の実施により、利用時間内であっても本サービスの全部または一部が利用でき

ない場合があります。 

６．利用限度額 

本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額内とします。 

７．使用可能なパソコン 

本サービスの利用に際して使用できるパソコンの OS・ブラウザ・ブラウザのバージョ

ン等は当行所定のものに限ります。 

８．セキュリティ 

当行は本サービスの不正使用を防止するためワンタイムパスワードやスマホ認証（二

経路認証）、電子証明書等のセキュリティ対策を導入しています。尚、契約者は当行が

導入するセキュリティ対策を選択しない場合のリスクについて十分理解したうえで、

自らの責任で本サービスを利用するものとします。 

９．利用者の管理 

契約者は本サービスの利用者（マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ）に本規定

を遵守させるとともに本サービスの利用に係る行為を監督するものとします。 

また、本サービスに登録した利用者以外には本サービスを使用させてはならないもの

とします。 

 

第２条 本人確認 

１．初期情報の登録（ライトコース） 

（１）本サービス申込時に、利用口座として登録する預金口座（普通預金に限ります。）の

支店番号・科目・口座番号およびキャッシュカード暗証番号または最終通帳記帳残高

の下 4桁を入力し、ログインＩＤ・ログインパスワード・確認用パスワードを登録し

てください。 



（２）本サービスを利用する際のログイン認証方式は、次項 （１） に定める「ＩＤ・パス

ワード方式」を利用するものとし、「電子証明書方式」は利用できません。 

（３）本サービスの取引認証にワンタイムパスワードは利用しないものとします。 

２．初期情報の登録（基本コース・総合コース） 

（１）本サービスを利用する際のログイン認証方式として、下記のいずれかを選択するもの

とします。 

 ID・パスワード方式 

ログイン ID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。 

②電子証明書方式 

電子証明書およびログインパスワードにより契約者であることを確認する方式。

（ただし、スマートフォン等より利用する場合にはログイン ID およびログインパ

スワードにより契約者であることを確認するものとします。） 

（２）本サービスの取引認証に用いるワンタイムパスワード生成機（トークン）について、

下記のいずれかを選択するものとします。 

 ハードトークン 

当行より契約者に貸与するキーホルダー型のワンタイムパスワード生成機（以下、

「ハードトークン」といいます。） 

②ソフトトークン 

契約者が所有するスマートフォンにダウンロードして利用するワンタイムパスワ

ード生成アプリケーション(以下、「ソフトトークン」といいます。)  

（３）本サービス申込時に、仮ログインパスワード、仮確認用パスワード、その他当行所定

の事項をあらかじめ当行に届け出てください。 

（４）ID ・パスワード方式および電子証明書方式どちらを選択の場合も、契約者は本サービ

スを初めて利用する際に、パソコンから当行所定の方法により、本サービス申込時に

当行にあらかじめ届け出た代表口座の支店番号・科目・口座番号、仮ログインパスワ

ード、仮確認用パスワードを入力して、ログイン ID を登録してください。 

（５）ログイン ID登録後の最初のログイン時に、仮ログインパスワードおよび仮確認用パ

スワードの変更を行ってください。この変更手続きによって契約者が当行に届け出

たパスワードをログインパスワードおよび確認用パスワードとします。 

（６）電子証明書方式を選択の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法によ

り、契約者のパソコンにインストールしてください。 

（７）ハードトークンおよびソフトトークンどちらを選択の場合も、契約者は本サービスを

初めて利用する際に、当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用開始登録

を行ってください。 

（８）契約者が初期情報の登録を行わなかったために生じた損害については、当行に過失が

ある場合を除き、当行は責任を負いません。 



３．本人確認手続 

契約者が本サービスにより取引の依頼を行うにあたっては、パソコンよりログイン ID

または電子証明書、ログインパスワード、確認用パスワード、合言葉、ワンタイムパス

ワード等（以下、これらを総称して「本人確認情報」といいます。）を当行に送信して

ください。送信された本人確認情報と、あらかじめ契約者が当行に届け出ている本人確

認情報等が一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付けます。 

４．使用できる本人確認情報 

契約者が本サービスを利用する際に使用できる本人確認情報は当行所定の文字・桁数

等の範囲内で契約者が任意に設定できるものとします。 

５．利用の停止および再開 

届け出と異なる本人確認情報が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、契

約者は当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができなくなります。（以下、

「ロックアウト」といいます。）ロックアウトが当行所定の回数連続した場合、その時

点で当行は本サービスの利用を停止します。（以下、「利用閉塞」といいます。）利用閉

塞を解除し、サービスを再開する場合には、当行所定の手続きが必要となります。 

６．本人確認情報の管理 

（１）当行は、第 2 項の方法に従って本人確認情報の一致を確認して取引を実施したうえ

は、本人確認情報につき不正使用、盗用、通信電文の改ざん、その他の事故があって

も当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害につい

て当行は責任を負いません。 

（２）本人確認情報を失念したり、第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれ

がある場合には、契約者は直ちに当行に届け出てください。 

（３）本人確認情報は安全性を高めるため、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同

一数字、連番等のご使用はお避けください。 

（４）本人確認情報は第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご自身の責任において

厳重に管理してください。なお、本人確認情報は、当行職員であっても契約者にお尋

ねすることはありません。 

（５）電子決済等代行業者のスクレイピングを使用したサービスは契約者自らの判断と責

任において利用するものとし、当行は電子決済等代行業者の提供するデータの正当

性等について保証しません。また、電子決済等代行業者による本サービスへのアクセ

スは、契約者本人からのアクセスとして取り扱い、電子決済等代行業者からの本人確

認情報の漏えいに起因する損害については当行による補償の対象にはなりません。

なお、電子決済等代行業者のサービスの利用を止める場合は、契約者はパスワード等

を変更するものとします。 

７．電子証明書の取扱 

（１）電子証明書は当行所定の期間（以下、「有効期間」といいます。）に限り有効です。契



約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行って

ください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージ

ョンを変更する場合があります。 

（２）本サービスを解約した場合、電子証明書は無効となります。 

（３）電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄等を行う場合、契約者が事前に

当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。契約者がこの失効を

行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた

損害については、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄等により新しいパ

ソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールして

ください。 

 

第３条 取引の依頼・取引依頼内容の確定 

１．取引の依頼方法 

本サービスによる取引の依頼は、第 2条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必

要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで行うものとし

ます。  

２．取引依頼内容の確定 

当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を確認しますので、その

内容が正しい場合には、当行が指定する方法により確認した旨を当行に回答してくだ

さい。この回答が各取引における当行所定の時限までに到着した場合、当行が受信した

時点で当該取引依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。こ

の回答が各取引における当行所定の時限までに到着しなかった場合は、当該取引は無

効となります。 

 

第４条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法 

１．各種取引に伴う資金および諸費用の引落し 

第 3条の取引内容の確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等（以下、「各種取引

に伴う資金および諸費用」といいます。）を、各種預金規定等にかかわらず、通帳およ

び払戻請求書または当座小切手の提出なしに利用口座から口座振替により引落します。  

２．資金不足等の取扱 

当行の処理時に次の各号に該当する場合、当該取引の依頼はなかったものとして取り

扱います。 

（１）各種取引に伴う資金および諸費用が利用口座から払戻すことのできる金額（当座貸越

を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるとき。 

（２）利用口座が解約済みのとき、あるいは、振込・振替先の入金指定口座の解約が確認で

きたとき。 



（３）契約者から利用口座の支払停止、あるいは振込・振替先の当行本支店の入金指定口座

への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 

（４）差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。 

 

第５条 サービス内容 

１．残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会 

（１）残高照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、利用口座の残高情報を提

供するサービスです。入出金明細照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づ

き、当行所定の期間内における利用口座の入出金明細情報を提供するサービスです。

振込入金明細照会とは、契約者によるパソコンからの依頼に基づき、当行所定の期間

内における利用口座の振込入金明細情報を提供するサービスです。（以下、残高照会・

入出金明細照会・振込入金明細照会をあわせて「照会サービス」といいます。） 

（２）当行が回答した残高情報・口座情報は、前項の依頼があった時点の情報です。利用口

座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することな

く回答済の残高情報・口座情報を訂正または取消することがあります。これらの訂正

または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

２．電子交付サービス 

（１）電子交付サービスとは、契約者との各種取引に伴い当行が紙媒体で交付（以下「書面

交付」といいます。）する各種帳票を、書面交付に代えて本サービス画面上で電磁的

に交付（以下「電子交付」といいます。）するサービスです。電子交付に切り替えた

各種帳票は、書面での交付は行いません。 

（２）電子交付対象帳票（以下、「対象帳票」といいます。）は、本サービスの利用口座を含

む当行所定の範囲の口座における各種取引に伴い、当行が発行する帳票且つ当行所

定の種類とします。なお、当行は対象帳票について任意に追加および削除ができるも

のとします。その場合、追加および削除の内容を当行ホームページ等により告知しま

す。。 

（３）契約者は、当行所定の期間に限り、本サービス画面上から対象帳票を PDF 形式で閲覧

およびダウンロードすることができます。 

（４）対象帳票について、電子交付から書面交付へ、または書面交付から電子交付へ切り替

えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。交付方法の切り替えは、

当行所定の時刻に実施しますので、対象帳票が切り替え前の方法で交付される場合

があります。また、切り替え前の方法で交付された対象帳票について、切り替え後の

方法で再度交付を受けることはできません。 

（５）次の各号に該当する場合、当行は契約者に事前に通知することなく電子交付を終了し、

書面交付へ切り替えることができるものとします。 

 本サービスが解約となったとき 



②当行所定の条件を満たさないとき 

③その他、当行が電子交付の中止を必要とする相当な事由が生じたとき 

３．振込・振替 

（１）振込・振替とは、契約者が資金移動取引を行う日として指定した日（以下、「振込指

定日」といいます。）に、利用口座から振込資金または振替資金（以下、「振込・振替

資金」といいます。）を引落しのうえ、契約者が指定する当行または当行以外の全国

銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座（以下、「入金指定口

座」といいます。）あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいい

ます。 

（２）振替とは、入金指定口座と支払指定口座が原則同一支店内かつ同一名義の場合の資金

移動取引をいい、振込とは振替以外の資金移動取引をいいます。 

（３）振込・振替の 1 日あたり 1 取引あたりの上限金額は当行所定の金額とします。ただ

し、当行は契約者に通知することなくこの上限金額を変更することがあります。 

（４）入金指定口座の指定方式は以下の２つがあります。 

Ａ．事前登録方式 

契約者が当行所定の書面によりあらかじめ入金指定口座を当行まで届け出てお

く方式です。 

Ｂ．都度指定方式 

契約者が振込・振替の都度、当行所定の方法により入金指定口座を指定する方式

です。 

（５）振込指定日は、振込・振替依頼日の当日から 7営業日後までの間で指定することがで

きます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあ

ります。 

（６）第 3条で定める取引依頼内容が確定した場合、当行はその旨の通知を当行所定の方法

で契約者に送信し、利用口座から振込・振替資金を引落しのうえ、当行所定の方法で

振込または振替の手続きを行います。なお、振込指定日を翌営業日から７営業日後の

間に指定した場合は、振込・振替資金および振込手数料は振込指定日の前営業日まで

に利用口座に入金してください。振込指定日当日の当行所定の時刻に利用口座から

振込・振替資金を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行いま

す。 

（７）当日扱いの振込・振替の場合、第 3条で定める取引依頼内容の確定後に取消・変更は

できません。また、その確定後に取消・変更を行う場合には、利用口座のある当行本

支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きを依頼してください。

組戻・訂正手続きには当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。なお、本サービ

スから組戻・訂正手続きの依頼はできません。 

（８）翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、契約者はパ



ソコンを用いて取消を行うことができます。振込指定日当日は前項の規定に従い組

戻・訂正手続きの依頼を行ってください。 

（９）本サービスにより振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。 

（10）振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金

引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。ま

た、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 

４．料金払込「Pay-easy（ペイジー）」 

（１）料金払込「Pay-easy （ペイジー）」 （以下、「料金払込」といいます。）とは、ペイジー

マークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い

込みを行うサービスをいいます。 

（２）料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の

変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込

依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での

手続が完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。  

（３）料金払込の 1日あたりの利用限度額は当行所定の金額とします。ただし、当行は契約

者に通知することなくこの利用限度額を変更することがあります。  

（４）契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込を利用

できません。 

（５）当行は、料金払込に係る領収書を発行しません。 

（６）料金払込確定後に、取消・変更はできません。なお、収納機関により一度受け付けた

料金払込が取り消されることがあります。 

（７）収納機関の請求内容および収納機関の収納手続きの結果等に関する照会は、収納機関

に直接お問合せください。 

５．総合振込 

（１）総合振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度に加盟

する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたっては、当

行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 

（２）振込資金および振込手数料は振込指定日の前営業日までに代表口座に入金してくだ

さい。当行は、所定の日時に振込資金および振込手数料をそれぞれ代表口座から引落

します。残高不足等の場合には当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、

普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手

の提出なしに、代表口座から引落しできるものとします。 

（３）振込先一括口座確認の利用により、当行所定のファイルを用いて振込先口座の有無お

よび名義の一致・不一致について事前に確認を行うことができます。確認方法および

取扱上限件数は当行所定の方法・件数によるものとします。また、確認結果の照会は

当行所定の時限より行うことができるものとします。なお、振込先一括口座確認は、



本サービスにおける振込の準備の目的にのみ利用するものとします。 

（４）事前に当行所定の書面によるお申し込みを行うことで、総合振込を依頼するにあたり、

eXtensible Markup Language 形式（以下、「ＸＭＬ形式」といいます。）の金融ＥＤ

Ｉ情報を添付することができます。 

（５）振込依頼は振込指定日の前営業日の午後 5 時までに当行所定の方法により行ってく

ださい。当行は振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。 

（６）当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから振込依頼の取消を行うことができ

ます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更･取消が必要な場合には、

代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続

きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料を

いただきます。 

（７）振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金

引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。ま

た、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 

６．給与・賞与振込 

（１）給与・賞与振込において振込先として指定できる預金口座は、全国銀行内国為替制度

に加盟する金融機関の国内本支店にある口座とします。また、振込の受付にあたって

は、当行所定の方法により当行所定の振込手数料をいただきます。 

（２）振込資金および振込手数料は振込指定日の 3営業日前まで（振込先が当行あてのみの

場合は、前営業日まで）に代表口座に入金してください。当行は、所定の日時に振込

資金および振込手数料をそれぞれ代表口座から引落します。残高不足等の場合には

当行は振込取引を実行する義務を負いません。当行は、普通預金規定、当座勘定規定

にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、代表口座から

引落しできるものとします。 

（３）振込先一括口座確認の利用により、当行所定のファイルを用いて振込先口座の有無お

よび名義の一致・不一致について事前に確認を行うことができます。確認方法および

取扱上限件数は当行所定の方法・件数によるものとします。また、確認結果の照会は

当行所定の時限より行うことができるものとします。なお、振込先一括口座確認は、

本サービスにおける振込の準備の目的にのみ利用するものとします。 

（４）振込依頼は振込先に他行あてが含まれる場合には振込指定日の 2 営業日前の午前 11

時までに、また、振込先が当行あてのみの場合には振込指定日の前営業日の午後 2時

までに、当行所定の方法により行ってください。当行は振込明細に基づき、振込指定

日に振込手続きを行います。 

（５）当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから振込依頼の取消を行うことができ

ます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消が必要な場合には、

代表口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続



きの依頼を行ってください。組戻・訂正手続きには、当行所定の組戻・訂正手数料を

いただきます。 

（６）振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金

引落口座へ入金することにより返却し、契約者への通知は行わないものとします。ま

た、この場合は振込手数料の返却はいたしません。 

７．地方税納付 

（１）当行は、本店営業部を納付場所として、契約者が特別徴収した地方税の納付について、

地方税納付書を代理作成のうえ、地方税納付事務を代行します。また、納付先として

指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とし、当行所定の納付手数料を

いただきます。 

（２）納付指定日は毎月 10 日とし、当日が銀行休業日にあたるときは、その翌営業日とし

ます。 

（３）納付依頼は納付指定日の 3 営業日前の午後 2 時までに当行所定の方法により行って

ください。 

（４）納付資金および納付手数料は、納付指定日の前営業日までに代表口座に入金してくだ

さい。当行は、所定の日時に納付資金および納付手数料をそれぞれ代表口座から引落

します。 

（５）当行所定の時限内であれば、契約者はパソコンから依頼内容の取消を行うことができ

ます。なお、当行所定の時限を過ぎたあと、依頼内容の変更・取消はできません。 

（６）当行は納付手続き完了後、領収証書を作成し、納付指定日の翌営業日以降、契約者に

交付します。 

８．口座振替 

（１）当行は、契約者から預金口座振替の依頼を受けた時は、「預金口座振替依頼書」（以下、

「依頼書」といいます。） および「きらぼしビジネスネットによる預金口座振替に関

する契約書」（以下、「契約書」といいます。）の 2通の提出を受けた上、契約書 1通

を契約者へ返却します。契約者は、契約書に基づき、口座振替の請求明細を作成する

ものとします。 

（２）契約者は、当行所定の時限までに当行へ口座振替データを送付するものとします。な

お、振替日が銀行休業日にあたる場合は、当行は翌営業日に振替処理を行います。契

約者が振替日を変更する場合は、預金者に対して周知徹底を図るものとします。当行

は、変更について特別な通知等は行いません。 

（３）口座振替引落口座として指定できる取扱店は、当行本支店とします。預金者が、口座

振替引落口座として指定できる預金口座は、本人名義の普通預金または当座預金と

します。 

（４）当行は、振替日に振替済となった金額から、引落手数料を差し引いた金額を取りまと

めて、振替日の翌営業日にあらかじめ登録された利用口座に入金します。 



（５）当行が提供する口座振替処理結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフ

ォーマットのほか、当行所定の形式とします。口座振替結果の照会は、当行所定の時

限より行うことができます。 

（６）当行は、預金口座振替に関して引落口座の預金者に対する引落済の通知、入金の督促、

振替不能分の再請求等は行いません。また、当行は、預金者への領収書、振替済通知

書等の作成・交付は行わないものとします。 

（７）本サービスにおける口座振替を解除する場合は、当行へ当行所定の書面にて届け出て

ください。 

９．代金回収 

（１）当行は、契約者から預金口座振替の依頼を受けた時は、「預金口座振替依頼書」（以下、

「依頼書」といいます。） および集金代行事務に関する委託契約書（以下、 「契約書」

といいます。）の 2通の提出を受けた上、契約書 1通を契約者へ返却します。契約者

は、契約書に基づき、代金回収の請求明細を作成するものとします。 

（２）契約者は、当行所定の時限までに当行へ代金回収データを送付するものとします。な

お、振替日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日に振替処理を行います。契約者が

振替日を変更する場合は、預金者に対して周知徹底を図るものとします。当行は、変

更について特別な通知等は行いません。 

（３）口座振替引落口座として指定できる取扱店は、当行本支店および代金回収委託会社の

提携金融機関の国内本支店とします。預金者が、口座振替引落口座として指定できる

預金口座は、本人名義の普通預金または当座預金とします。 

（４）当行は、振替日に振替済となった金額から、引落手数料を差し引いた金額を取りまと

めて、振替日の 7営業日後にあらかじめ登録された利用口座に入金します。 

（５）当行が提供する口座振替処理結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータフ

ォーマットのほか、当行所定の形式とします。口座振替結果の照会は、当行所定の時

限より行うことができます。 

（６）当行は、預金口座振替に関して引落口座の預金者に対する引落済の通知、入金の督促、

振替不能分の再請求等は行いません。また、当行は、預金者への領収書、振替済通知

書等の作成・交付は行わないものとします。 

（７）本サービスにおける代金回収を解除する場合は、当行へ当行所定の書面にて届け出て

ください。 

10．入出金明細照会（全銀）・振込入金明細照会（全銀） 

（１）入出金明細照会（全銀）、振込入金明細照会（全銀）とは、あらかじめ登録された利

用口座について、当行所定の照会可能期間内の入出金明細照会、振込入金明細照会の

情報を全銀協規定形式で取得できるサービスをいいます。また、事前に当行所定の書

面によるお申し込みを行うことで、それらの情報に添付されたＸＭＬ形式の金融Ｅ

ＤＩ情報を取得することができます。照会・取得可能な取引明細データは当行所定の



時刻における内容であり、契約者は、契約者が照会・取得を行った時点での内容とは

異なる場合があることを了承のうえで利用するものとします。 

（２）口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することな

く、すでに応答した明細について訂正または取消をすることがあります。このような

訂正または取消に起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。 

11．きらぼしでんさいサービス 

きらぼしでんさいサービスとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク（以下、「でんさ

いネット」といいます。）が取扱う電子記録債権（以下、「でんさい」といいます。）に

ついて、契約者がパソコンからインターネットを通じて、当行に発生記録・譲渡記録・

割引申込等を依頼するサービスをいいます。きらぼしでんさいサービスの利用に際し

ては、契約者は本規定の他、でんさいネットが定める業務規程、業務規程細則並びにき

らぼしでんさいサービス利用規定を遵守するものとします。 

12．外為サービス 

外為サービスとは、契約者がパソコンからインターネットを通じて当行に外国送金サ

ービス・輸入信用状サービス・その他当行が定めるサービスを依頼するサービスをいい

ます。外為サービスの利用に際しては、契約者は本規定の他、外為サービス利用規定を

遵守するものとします。 

 

第６条 手数料等 

１．本サービス契約期間中は、当行所定の月間基本料をいただきます。 

２．月間基本料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提

出または当座小切手の提出なしに、代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。 

３．当行は本条第 1項の手数料以外の諸手数料についても、契約者に事前に通知することな

く、新設あるいは改定する場合があります。その場合、変更の内容を、当行ホームペー

ジ等により告知します。 

４．当行は、契約者に対し本サービスの月間基本料および本サービスにかかる諸手数料の領

収書を発行しません。 

 

第７条 サービス内容の変更等 

当行は本サービスのサービス内容を、契約者に事前に通知することなく変更（追加・停止・

中止等）できるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等により告知

します。 

 

第８条 届出事項の変更等 

１．届出の印章を失ったとき、または、利用口座および本サービスに関する印章、名称、商

号、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合には、



当行所定の方法（本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法

を含みます）に従い、直ちに当行所定の書面または本サービスの変更機能により届け出

てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が

終了する前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 

２．前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当

行から送付する書類等が、延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時

に到着したものと見なします。また、変更事項の届出がないために生じた損害について

は、当行は一切の責任を負いません。 

 

第９条 取引内容の確認等 

本サービスによる取引後は速やかに本サービスの照会サービスにより取引内容を照合し

てください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、取引店にご連絡くだ

さい。なお、契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行コンピ

ュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。 

 

第 10 条 取引履歴の保管等 

当行は、契約者が本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、

相当期間保管します。 

 

第 11 条 ワンタイムパスワードの利用 

１．契約者がワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めに従うものとします。契

約者が本条または当行の定める他の規定に違反した場合、当行は、契約者に通知するこ

となくワンタイムパスワードの利用を中止または解除することができるものとします。 

２．基本コースまたは総合コースの契約者はハードトークンまたはソフトトークンいずれ

かを用いたワンタイムパスワードによる本人認証を必須とします。契約者は本サービ

スの利用開始時に、当行所定の書面にてハードトークンまたはソフトトークンいずれ

かの利用を選択するものとします。なお、ライトコースの契約者はワンタイムパスワー

ドによる本人認証は行いません。 

３．ハードトークンとソフトトークンを同時に利用することはできません。ハードトークン

とソフトトークンの切替えや、ハードトークンの追加等は、当行所定の書面によりお申

し込みください。 

４．ハードトークンをご選択の場合、当行よりハードトークンをお客さまに貸与します。ハ

ードトークンの所有権は当行に帰属するものとします。ハードトークンが到着後、所定

の手続きによりワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。尚、本サービ

スを複数の利用者（マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ）で利用する場合には、

利用者ごとにワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください 



５．ソフトトークンをご選択の場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用申込

登録が完了したことを通知しますので、所定の手続きによりワンタイムパスワードの

利用開始登録・ソフトトークンのダウンロードを行ってください。本サービスを複数の

利用者（マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ）で利用する場合には、利用者ご

とにスマートフォンを用意し、利用者ごとにソフトトークンのダウンロード ・ワンタイ

ムパスワードの利用開始登録を行ってください。 

６．ワンタイムパスワードは契約者単位での利用となり、利用者単位で利用要否を選択する

ことはできません。 

７．ハードトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に、

新しいハードトークンを契約者の届出住所宛に送付しますので、当行所定の方法で有

効期限を更新してください。 

８．ハードトークンおよびソフトトークンの利用手数料は無料です。ハードトークン利用開

始時に、当行より 1 契約につき 1 台貸与するハードトークンおよび有効期限到来前に

当行が新しく 1台貸与するハードトークンの発行手数料は無料です。2台目以降のハー

ドトークンの追加発行については、当行所定の追加発行手数料がかかります。尚、ハー

ドトークンを紛失・破損等した場合の再発行には当行所定の再発行手数料がかかりま

す。ただし、ハードトークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合、

当行はハードトークンを無償で交換します。 

９．ソフトトークンをダウンロードして使用できるスマートフォンの OS・ブラウザは当行

所定のものに限ります。 

10．通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があ

ります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 

11．ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォンを別のスマートフォンに変更する

場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの利用解除手続きを行ってくださ

い。解除手続後、あらためてワンタイムパスワードの利用申込および利用開始登録を行

ってください。利用開始登録手続きが完了した時点から、変更後のスマートフォンによ

ってワンタイムパスワードを利用できます。 

12．万一、ハードトークンまたはソフトトークンをダウンロードしたスマートフォンについ

て紛失、盗難にあった場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが

生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、速やかに電話等により当

行へ連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってく

ださい。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちに本サービスの取り扱いを停止します。

なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

第 12 条 スマホ認証の利用 

１．スマホ認証を利用する場合は、当行所定の書面によりお申し込みください。尚、スマホ



認証は、ワンタイムパスワード認証として、ソフトトークンを選択いただくことが必要

です。ワンタイムパスワードの利用については前条に従うものとします。 

２．スマホ認証申込後、当行所定の方法によりスマホ認証申込登録が完了したことを通知し

ますので、パソコンから所定の手続きによりスマートフォン利用の設定を行ってくだ

さい。本サービスを複数の利用者（マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ）で利

用する場合には、利用者ごとにスマートフォンを用意し、利用者ごとにスマートフォン

利用の設定を行ってください。尚、スマホ認証は契約者単位での利用となり、利用者単

位で利用要否を選択することはできません。 

３．スマホ認証ではスマートフォンから承認を行うため、当行所定の取引にシングル承認ま

たはダブル承認を利用することが必須となります。ダブル承認を利用する場合、少なく

とも一次承認・最終承認のいずれかでスマホ認証を行う必要があります。 

 

第 13 条 電子メールの利用 

１．契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同

意するものとします。 

２．契約者は、本サービスの利用開始時に、パソコンから電子メールアドレスの登録を行う

ものとします。 

３．当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未

着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、そのため生じ

た損害については、当行は責任を負いません。 

４．契約者が届け出た電子メールアドレスが、第８条の変更を怠るまたは遅延する等､契約

者の責めにより契約者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約

者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。 

 

第 14 条 海外からの利用 

契約者の海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービス

の全部または一部を利用できない場合があります。 

 

第 15 条 契約期間 

この契約の契約期間は、契約日から起算して 1年間とし、契約者または当行から特に申し

出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。継続後も同様

とします。 

 

第 16 条 不正使用による被害補償 

１．第三者に本サービスを不正に使用されたことにより生じた取引について、契約者は当行

に対し、当該取引に係る損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補て



んを請求することができるものとします。ただし、契約者の請求が当行所定の補償基準

を充足しない場合、または請求額が当行所定の限度額を超過する場合は、この限りでは

ありません。 

２．前項に定める当行所定の補償基準および限度額につきましては、当行ホームページに掲

載するものとします。 

 

第 17 条 免責事項 

１．災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために

生じた損害については、当行は責任を負いません。 

２．当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわ

らず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた場合、そのために生じた損害につ

いては、当行は責任を負いません。 

３．当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等

の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が

送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当

行は責任を負いません。 

４．公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされた

ことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害に

ついては、当行は責任を負いません。 

５．本サービスの提供にあたり、当行が本人確認手続きを行ったうえで送信を契約者と認め

て取り扱いを行った場合は、パソコン、本人確認情報につき不正使用その他の事故があ

っても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

６．本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については契約

者の責任において確保してください。当行は、パソコンが正常に稼動することについて

保証するものではありません。万一パソコンが正常に稼動しなかったことにより契約

者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負い

ません。 

７．当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認

めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があ

っても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

第 18 条 解約等 

１．本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約

者から当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。 

２．前項の通知を当行が書面により行なう場合において､当行が解約の通知を契約者の届出

住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または到着しなかった場合には、通常



到着すべき時に到着したものとみなします。 

３．利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたも

のとします。 

４．代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとします。 

５．契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知す

ることなく、本契約を解約または取引を停止することができるものとします。 

（１）支払停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立

があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者

の所在が不明となったとき。 

（４）当行に支払うべき手数料を支払わないとき。 

（５）1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 

（６）電子メールを利用する場合、電子メールが 3ヵ月以上不通になったとき。 

（７）契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたと

き。 

（８）当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。 

 

第 19 条 規定の変更 

１．当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとしま

す。変更する場合は、当行ホームページ、ダイレクトメール等により契約者に告知しま

す。 

２．変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、この変更によって契約

者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 

 

第 20 条 規定の準用 

⒈ この規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、その他関連規定

により取り扱います。 

２．振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項について

は、振込規定を準用します。 

３．前 1項、前 2項の規定をご入用の場合には、当行本支店の窓口にお申し付けください。 

 

第 21 条 準拠法・管轄 

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管

轄裁判所とします。 

（2025.8 改）T3106-0475-0425 


